
【機密性2】

令和元年12月19日

東京地方裁判所民事部の概況（令和元年12月期）

民事部所長代行者後藤 健

1 民事部の組織及び態勢

（1） 部の数，配置人員等 第1表

（2） 裁判官の配置状況 第2表

（3） 委員会，研究会等 第3表

2 民事事件の概況

（1） 通常部の事件の動向 第4表ないし第6表

（2） 専門部及び集中部の事件の動向 第4表及び第5表

（3） 訴訟事件の既済終局別内訳 第7表

（4） 終局区分別の既済件数及び事件割合 第8表

（5） 既済件数に占める合議事件・単独事件の割合 第9表

（6） 訴訟事件判決の上訴率 第10表

（7） 未済事件審理期間及び長期未済件数 第11表及び第12表

（8） 人証調べを実施して対席判決で終局した事件における手続段階別

平均期間の推移 第13表

（9） 通常訴訟事件の判決率・控訴率 第14表

⑩調停の状況 第15表

3 民事部の課題

(1) 部の機能の活性化

（2） 民事訴訟手続のIT化
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【機密性2】

第1-1袋

民事部の構成等 (令和元年11月1日現在）

第1 部の数

通常部 33箇部（うち大合議部等4，医療集中部4）

専門部 18箇部

（専門部内訳） 行政4，労働4，商事1，保全1，破産再生1‘執行1，調

停・借地非訟・建築1，交通1，知的財産権4

合計51箇部

I

１
１
１

第2配置人員

1 裁判官

(1)判 事

（2）特例判事補

(3)判事補

計

2裁判官以外の職員

（1）書記官

（2）調査官

（3）速記官

（4）事務官

計

3執行官

4民事調停官
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〃
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人
人
人

１
１
．
１

補
補
補

填
填
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常
常
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ち
ち
ち

戸
呵
刀
グ
シ
ハ
〃
〆
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同
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ｚ

く
ｌ
く

人
人
人
人

１
４
３
８

９
６
５
．
０

１

３

留学等4人,■■■■）
留学等8人）

人
人
人
人
人
人
人

９
９
２
５
５
６
３

６
２
２
２
１
１

５
１
７

第3設備

1 法廷

（1）合議用 25 （うち大合議法廷1，車椅子専用法廷1）

（2）単独用 73 （うち1法廷にテレビ会議システム設置）

計 98 （うちラウン膜テーブル設置19）

2準備室等 160

3電話会議（トリオホン）システム

49箇部（未設置部一第20部，第21部）及び11箇所(501号法廷並び

に106, 108, 121～123, 131～133, 141及び142準備

手続室）に設置

1



【機密性2】

第1 －2表

民事部の構成等

一塗皇避」 29箇部

(大合議部等4を含む｡） 通常事件配てん部

33箇部

一医療訴訟十通常事件 4箇部

府
耐
阿

トー､調停十建築十非訟一

_翌」一
ｰ

東京地裁民事部の編成 商事部+－－ ←

合計51箇部
1 1

一
一

一

原
悶

_塑」一
ｰ

塑卦一
←

団_翌璽」一
←

阿
顧

←

執行部 ←

2

1箇部破産再生部



東京地方裁判所民事部裁判官配置表 【機密性2】所長代行後藤 億■■ 所長代行永谷典雄■■

令和元年10月1日婁在 所長代行松本利幸■■ 所長代行吉村真幸 所長代行森 英明 ロ■■
F郵.扉縁奉:IF晒珀］塾当那…在0閉廷日】

蚊判官氏名 内鐘

両一丁■て＝一月天蓉ア
■講
部後塵 健41
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特例鍾井唯弥

国内誘

交
部
五 ．
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叩智崇在外鋸，国
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部飛澤
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行政
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，国内誰

） 第4B専一，月忠水木動
通霧
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小JII 直人48
中西 永58
大川．恭平“
補．野原もなみ71

第4g毎（■■■
迅幣
部氏本厚
長井精
特例鈴木友
補西俸壮

月送水極）

■
司蛎

明弘
－63

優71

繁溌晶患細
破度再生
部永谷典雄41
上排大作釣
蛭川明渉51
旭田弥生52
稲田康史57
飯塚素直59
橘口佳典.59
特例橋本政和62
軒倒堀内． 隼64
特絢毛受裕介 64

！粛G陣《■■■■

通常・
舷郁後犀 、
杜下弘

・ 古賀大
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補木材周
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部金揮秀樹鍋
島根里織55
”湯浅雄士63
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■
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霊
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狸
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第11部（■■■■，月遮…
労働 ・

I
部佐久間健吉43
阿部雅彦“
西材真人竪
松淡聖一閉
松川春佳帥
蜘二宮正一郎“
特例野口由佳子65
顔東京地…ﾉ『l麺常てA＊3

原局麻由61
鮪12部（＝…木金）
■繕

■
部小田正二45
大島広規56

糠唐溌錯薔“松下絵美58

E）

第40

．知的
部

都《ー月埜）

財産権
佐藤達文“
三井大有51
吉・野俊太郎58
今野署紀“

’ ’
簾49.静〈一屋火水麺）
透常
部武笠圭志坐
松本 真49
早山侭一郎57
鈴木頼平59
漣婆充昭59

佐暮しIE" 60霊』,§
幹開滝津英治63 : t'&

蒋嵩患2繍謹

節7部（

通常
. ．部小
離 ・三
遠
木
・泉
補山

■■■，且火

川理津子
木素子
田真園．
村匡彦
地賢治
田・樽告

席32

通
部

寿（■■■■，且火志木金 ）

希

■
中吉撒．郎45．
大浪寿美50
密中正哉53
樋口真貴子64
下 和弘57
草野克也60
本妓伶豪63

■
遠薗安希歩“
長谷川翔大”
町田哲哉71

通帯
郁市原襲孝46
福田 敦57
内藤和道58

楠 中根佑一朗71

糊

■
月 ］）41

通
部強
溝
金葎
餘多分
高橋
大，谷

秀嵩“
宏聡61
玄釦

智意63 ■閲ター）
第21毎

執行（民事
部吉村
塚原

雛 古谷
剣持
佐藤
立野
奥田

離 原
炊 渡遜
前田
特例谷藤
兼特倒缶川
”・澗田
兼“塚田
特例高場

軌行（民亭
部吉村

執行セニ
真幸
麓

健二郎
淳子
康平
みすず
大助
啓晋
隆浩
亮利
一弥
雄一郎
轡彦
久美子
理恵

執行セン
真幸 41

塚原 唾45

｜兼 古谷鯉二郎48剣持淳子50

==I 竺塁塵雲霞

虹錦蛇印型銅

、

特掬第25部（一息史水木全
通常

部谷口安史43
鈴木昭洋偲
石田佳世子55
杉森洋平58
特例島尻香織63
特例森 優介鰹．
補 白井宏和70
初窓岩亮佑70

魂
詔
醜
田
睡
配
駆
砺
鯉

，
’
’

蝿
緬
補
補

第 8鄙（月火…〕

（東京地家簡裁庁一
商事．
部江原健志“
岩井直幸鱒
下矯場直志51
．坂田大吾52
西山 渉56
諾井明仁57
岡本陽平58
松山美樹60
特例吉岡正豊63
特例畦地英稔‘64
特例知田裕紀66
郷知田奈信66
”森晦なつき66

I
第42g(I■■■
通樵

郁松田典
天川博
榛原
轡例安田裕
補加賀谷友

月央水木金）
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浩鄭
義51
教57
子63

行69

傭50■〈■■■
通術
部森田浩
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楠新井一

ｊ
ロ
ロ
白
白
】

》
鍋
鯉
記
師

月
美
史
喜
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r
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遍常 ，
賊部後塵 健
中村 心
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■
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”
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蝿

’
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I

’
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輔
市
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前
佐
加
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杉
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通
部
緬
緬
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田 ・優太"E《剥

菓鴬雛:鱸

鰭51部（■
行政
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梓例松原
蒋例池田
・楠田中

火木会〕

健41

■
知恵子47
壮一郎52
悠史6B
平学62

畳糧謡:口
箪2表
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W26~W (=且歩水木金）
通鯖
舷部後藤 健41
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男海唾子鰯
森．田 淳師
住・ 田知也61
相奥山直毅70 ．

５
２
７
１

４
５
８
７

郎
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紀
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知
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中
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光
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補三浦あや68
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U･吊直安貝芸

所長代行者 判事
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

常置委員 〃

ｊ
Ｉ
ｊ
ｊ
Ｊ

１
１
１
Ｉ
Ｉ

Ｊ
１
Ｊ
Ｉ
Ｊ

Ｉ
ｊ
Ｊ
１
Ｊ

〃 特例判補

９
２
別
別
茄
胡
１
Ｍ
鮒
伯
妬

後藤
松本

森
永谷
吉村

三木

鎌野
実本
小島

野村
早山
川崎

利
英
典
真
素
真
清
昌
眞
値
一

健
幸
明
雄
幸
子
敬
滋
二
也
郎
介

○事務分配調整委員会
委員 所長代行者
〃 〃 ☆

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 判事
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

９
２
別
別
４
旧
“
過
躯

後藤
松本
森
永谷

吉村
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飛澤
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男澤聡子
中園浩一郎
松田典浩
三貫納有子
中西 永

大濱寿美
安岡美香子

村松悠史
鈴木麻奈美
乱会
小田正二

伊藤正晴
信夫絵里子
小松香織
網田圭亮

篠原 敦
佐藤雅浩

松本 真
二宮正一郎

関 泰士
橋本．政和

西山芳樹

久屋愛理
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松原平学

U間裁判争峅さん関係委員会
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Ⅳ
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◎選書等指導裁判官
委員 判事 ☆39 田中秀幸
〃 〃 27 鈴木秀雄

◎広報委員
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子
彦
彰
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義

松本
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田中
松永
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〃 〃

″
″

首席書記官

次席書記官
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

〃

〃

訟廷管理官

同副管理官

事務局次長
〃 〃

１
Ｊ
１
Ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
１
Ｊ
Ｊ
１
Ｉ

総務課長

同課長補佐

警務課長

同課長補佐

人事課長

経理課長
〃 用度課長

3

☆11

19

管理

古田孝夫
佐久間健吉

春名 茂
菊池恒夫
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西村康一郎
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下 和弘

船所寛生
高橋 玄
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早山眞一郎

神本博雅
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申園浩一郎

左藤哲淀
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度邊英夫
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訟廷管理官
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◎証拠保全･収集処分検
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26 森田
50 浦上
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争闘1糸委員会

小川理津子

田中秀幸
岩井直幸
古谷健二郎

7委員 判事

☆39

８
９

〃 〃

〃 〃

〃 〃

O氏箏・家事関係裁判官協議会
幹事 判事 3 古田孝夫

22 古谷恭一郎〃 〃

O外国法・渉外事件研究会
幹事 判事 ☆
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 特例判補
〃 〃

〃 判補

別
８
加
妬
卿
２
３
媚

清水知恵子
岡本陽平

稲田庸史
古川善敬
奥 俊彦
鈴鹿祥吾
永田大貴
宮 里美

O氏事裁判実務研究会
幹事 判事 ☆46
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８

″
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″

″
″
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〃 〃 20

〃 〃 36

″
″

特例判補 31

判補 43

柴田義明

小川弘持

西村康夫
下馬場直志

蛭川明彦

大野眞穗子
湯浅雄士
杉本岳洋

O裁判長連絡会
幹事 2か部裁判長持ち回り

I
◎民事懇話会
40部,41部及び42部が幹事部 ’
◎民事研究会
幹事 所長代行者及び常置委員が兼務



【機密性2】

民事事件の概況 ※平成31年/令和元年の新受件数及び既済件数については, 【1～9月までの累計÷9(か月）×12(か月)】で
推計値を算出し,未済件数については【平成30年の未済件数十新受推計値一既済推計値】として算出した。
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姉新受2.193 1,874 1,654 1 , 192 1 ，186 7621.030 948 921 704 770 881 837 744

既済1 ,947 1 ,897 1 ,702 1 ,241 1,2131 ,149 1,134 943 971 725 664 771 912 724 742 802

第4表(注)本資料中の数値はいずれも概数である。



【機密性2】

⑤通常部係属訴訟 ⑥医療訴訟

※医療を含む
E二二二=．未済

受
済

済
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一
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31年／
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平成22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 平成22年 23年 24年 25年 26年 27年

未済 未済1 ,166 1,155 1,333 1,379 1 .556 1 ,541 1 ,796 1 ,752 6991,624 1.831 665 635 547621 621 420 437 567 634

新受 新受1,593 1.7811 ,486 1 p847 1 .892 1 ,952 4962．112 2.226 2,249 2，183 388 343 331 360 334 278 288 463 375

’ 1,714 1 ,967既済 既済1 ,579 1,604 1 .602 1.801 5941 ,857 2.270 2.377 1 1.9762.377 1.976 422 373 345 360 408 405 271 333 308

第4表(注)本資料中の数値はいずれも概数である。



【機密性2】

⑨労働訴訟 ⑩労働審判
未
済

新
受
既
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受
済

未
新
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｜
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０
０
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’
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l
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第4表(注)本資料中の数値はいずれも概数である。



【機密性2】

⑬保全命令（ﾖ） ⑭民事執行（ﾘ） (ﾇ） しりけ）け) （財チ）未
済

新
受既
済 済

受
済

未
新
既

一
一
Ａ25,000500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

〒薑骨=昌一昌=息=且ご堂饗 今
一‐一一面

-ざ
●

20，000

15,000

10，000
｣
1

』

5,000

I

0 ’ ’

22年

未済 21,394 1

新受 22,929 1

既済 21,655

22年

未済 21,394 2

新受 22.929 2

21､655既済

31年／

令和元年

31年／

令和元年
平成22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 23年 24年

22，980

25年 26年 27年 28年 29年 30年

14,708未済 222 197 266 215 243 255 261 277 316 335 2，361 22,000 21，828 20,505 15．141 14，837 ９９６個

膓需
新受 4,8

既済 417

06 5,024 5.045 4,558 4,704 4，307 4,261 4,249 4.399 4．611 0，536 19,361 18，201 17，116 16f679 16.068 16,472 16，637 17『097

19,56994 5,049 4，976 4,609 4,676 4,295 4,256 4.233 4,360 1 4,592 181742 1 19，181 17.288 i6,77618『002 21 .432 16,766 18，107

一

く．

０
０
０
０

０
０
０
０
０

新
受
．
０
０
０
０
０

既
済
泌
加
帽
皿
即
０

－
Ｃ

巨
呈
一香
Ｉ
‐
●
．
，
一

一

一

１フー

Ｔ

産破⑯

幸
一

Ｔ

一新受

---A--．既済

●

⑮会社更生（ﾐ）
未
済一

一
も０

０
０
０
０
０
０
０

７
６
５
４
３
２
・
１

7,000

6,000

5，000

4,000

3，000

2,000

1,000

0

八
今
八

夕
グ

△グ

タグ

ざ
で 剣~しａ

ざ 迭 △今
合~企

一一－－屯
－－－＝＝

Lユ

28年
／
年

年
一
吋

１
禾

勾
Ｊ
今
市

31年／

令和元年
平成22年 23年 24年 25年 26年 27年 29年 30年 平成22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

’
未済 63 49 38 15 8 44 45 50 41 未済50 5.028 4』278 ７

率
氾
９
３
５１

3.460 3.207 2.778 ７
６
２
９
６
４
２
９

2,705 2.881 2.678

新受 15 21 新受4 2 ３ 41 I ９ ３ 0 22,216 18,512 14.293 13．063 11,332 9．801 9.888 9.345

既済 0 1 4 1 3 1 9

９

0 4

３

8 18 32 既済25 10 ５ 23,349 19,262 1 16,414 14.620 131316 11 ．761 9．647 9.723 9.712 9,548

第4表(注)本資料中の数値はいずれも概数である。



【機密性2】

⑰民事再生
⑱個人再生 （再イ） （再ロ）
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第4表(注)本資料中の数値はいずれも概数である。



通常部・専門部別訴訟事件概況【機密性2】

第5表

一

~

ｊ注
１
２

く

｢新受｣＝(配てん数)±(配てん移動）

｢通常｣欄の件数は, 1，4～7, 10, 12～18,23～26,28,30～35,37～39,41～45,48～50部(計35か部)の件数の総計である(ただし,33部及び38部は,それぞれ労働部行政部に移行す
る前の通常事件のみ)。

本資料中の数値はいずれも概数である。3

H29

受 理

旧受 新受 合計
既済 未済

未済のうち

合議事件
5年超え

長期未済

H30

受 理

旧受 新受 合計
既済 未済

未済のうち

合議事件
5年超え

長期未済

H31/R1(1～9、弓）

受 理

旧受 新受 合計
既済 未済

未済のうち

合議事件
5年超え

長期未済

通 常 20,411 41,058 61,469 41,262 20,203
3,893

(19.3%）
87 20,213 37,164 57,377 36,918 20,454

4,246

(20.8%）
99 20,447 23,803 44,250 22,041 22,209

4,362

(19.6%）
111

行 政
(2,3,38,51部）

599 530 1,129 542 587
587

2 582 583 1,165 562 603
608

2 603 439 1,042 408 634
632

6

手 形
(8部）

5 22 27 21 6
0

(0.0%)
0 6 20 26 20 6

0

(0.0%）
0 6 3 9 5 4

0

(0.0%)
0

商 事
(8部）

411 334 745 320 425
62

(14.6%）
3 425 355 780 344 436

54

(12.4%）
4 436 279 715 256 459

50

(10.9%）
5

労 働
(11， 19，33，36部）

1,067 1,108 2,175 1,057 1,117
256

(22.9%）
1 1，117 1,010 2,127 1,065 1,062

230

(21.7%）
0 1,062 754 1,816 688 1,130

286

(25.3%）
0

建 築
(22部）

420 288 708 271 437
66

(15.1%）
1 436 443 879 311 568

79

(13.9%）
1 568 276 844 225 619
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(10.7%）
1

交通損害等
(27部）

1,796 2,226 4,022 2,270 1,752
169

(9.6%）
1 1,752 2,249 4,001 2,377 1,624

193

(11.9%）
0 1,623 1,637 3,260 1,482 1,778

182

(10.2%）
0

知的財産権
(29,40,46,47部）

324 402 726 364 362
362

0 363 310 673 304 368
368

0 368 251 619 230 389
389

0

合 計 25,033 45,968 71,001 46,107 24,889 6,387 95 24,894 42,134 67,028 41，901 25,121 5,778 106 ’ 25，113 27,442 52,555 25,335 27,222 5,967 123



第6表【機密性2】

通常訴訟の新受件数の推移

※平成31年/令和元年の数値は， （9月までの累計)÷9×12で算出した推計値である。

一=＝一ｰｰー甲 Fﾆ ﾏｰｰ司守■＝ー＝ 口ローーマヰーーで ロー■r－－グーゲーゥ■凸一｡－幻一一一一一一一今ゅ一 匹一◆－－G－一一一一一ユーーー』▲一一子二■与一｡今■ ■一■争早一■ユーー■一三一一一ヰーョ ①－－－毎F巳－－■■－
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ﾛ ﾑ＝－Fのｳ ■一■晶半←“一勺一一一冬一一一▲④｡－ ▲－勺一一一一一一一一一●一一一一→一一－－－． 一一一一一●今←凸一一一一一テヶ。●一一一◆一P■ 今一一△ 一÷＝一屯一一 ●＝令子一一一一一全一◇ 一一一一一一一心今会◆一一＝つ一

50000 48,201

44,547 44,377

42,064
40，551

40000
37,54837,187

35,20034,667 34,906

30000

20000

10000

(件)0
平成22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

※その他事件は平成27年から計上

31年／

令和元年

不当利得返還請求訴訟の新受件数及び占有率
25000 100％

90％

80％

70％

60％

50％

40％

30％

20％

10％

0％

20,965

匡．不当利得返還請求訴訟20000

÷不当利得占有率

（その他事件を除いた15，164

15000

10000
43.5％

7,366 7,416
6,888
6,385一戸 6,25636.0％

5,548
4,643

5000
23.8％

20.8％20.6％19.9％ 18.3％ 17.7％
15.9％

13.5％

0

平成22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年／

令和元年

(注）本資料中の数値はいずれも概数である。

13

平成22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年
31年／
令和元年

通常訴訟(ﾜ） 48,201 42,064 37,187 34,667 34,906 37,548 44,547 44,377 40,551 35,200

内その他事件 1,802 8,814 9,057 6,110 275

内不当利得返還請求訴訟 20,965 15，164 8,855 6,888 6,385 7,366 7,416 6,256 4,643 5,548

一般通常訴訟 27,236 26,900 28,332 27,779 28,521 28,380 28,317 29,064 29,798 29,377

｢その他事件｣を除いた事件
中での不当利得占有率 43.5％ 36.0％ 23.8％ 19.9％ 18.3％ 20.6％ 20.8％ 17.7％ 13.5％ 15.9％



【機密性2】
第ﾌ表訴訟事件の既済終局 別内訳

一

今

専門部に配てんされた通常事件を含む。

l欄及び｢取下げ｣欄の括弧内の割合は,既済事件数全体に占める各割合を示したものである。

§れも概数である。

終局別

年度’ 事件別 認容

第

棄却

ー 審

却下

判 決

その他

控 訴

棄却｜取消｜却下｜孑盃稲1
小計
決定

《
祠
今
叩

その他

小計
合計

H29

(ﾜ） 通 常

㈲ 行 政

(言） 手形･小切手

(し） 控 訴

㈲②再審(訴訟）

合 計

12,992

41

12

13,045

1,951

320

6

2,277

77

103

0

180

8

1

0

9

239

239

106

106

2

2

6

6

15,028

465

18

353

0

15,864

(34.4%）

262

1

0

0

15

278

311

42

0

15

3

371

13,458

7

0

391

0

13,856

(30.1%)

6,143

76

3

170

0

6,392

(13.9%）

9,324

8

0

12

2

9,346

28,925

91

3

573

2

29,594

44,526

599

21 ’
941 ’
20 ’
46,107

H30

(ﾜ） 通 常

闇 行 政

(善） 手形･小切手

(し） 控 訴

㈲鰯再審(訴訟）

合 計

13,232

50

16

13,298

1,747

308

0

2,055

89

95

0

184

10

8

0

18

225

225

90

90

2

2

6

6

15,078

461

16

323

0

15,878

(37.9%）

247

4

0

1

26

278

255

51

0

20

3

329

12,759

8

1

380

1

13，149

(31.4%）

5,458

83

1

177

3

5,722

(13.7%）

6,471

7

2

66

6,546

24,688

98

4

623

4

25,417

40,268

614

20

967

33

41,902

H31

/R1
へ

１
～
９
月
ー

(ﾜ） 通 常 ’
⑨ 行 政

(毒） 手形･小切手

(し） 控 訴

(力)鰯再審(訴訟）

合 計

9,667

54

4

2

9,727

1,178

204

1

1,383

63

63

0

126

12

0

0

12

135

135

57

57

0

0

2

2

10,920

321

5

194

2

11,442

(45.2%）

197

1

0

0

21

219

201

35

0

9

1

246

8,839

0

0

199

9,038

(35.7%）

3,755

84

0

135

3,974

(15.7%）

404

5

0

6

2

417

12,998

89

0

340

2

13,429

24,316

446

5

543

26

25,336



【機密性2】
第8－1表

第一審訴訟(ワ)事件終局区分別の既済件数及び事件割合

既済合計I 判決 ｜
47EZ411 18,638 39.2%|
46,1181 16,405 35.6%
39,1971 16,997 434%
35,9271 16,121 1 44.9%
34,093 14,871 436%
36,2911 14,971 41,3%
44,0211 17,315 39.3%|
44,5261 15,027 33.7%I
40,2761 15,072 37.4%|
32,4331 14,571 44.9%| ’

決定

366

434

325

257

243

273

254

264

245 1
267

｜’ 命令

襄厚
0.7%'’ 220
而而1 40'
0.8%''-56’

鑿|菱
0.8%'’ 271

■■｜ 和解 ｜’ 放棄■■■
癖14,598 30.7%' 59 0．1%'’
0.7%'' 14,297 31.0％ 56 0．1%

認諾

151 1
121 1
133 1
93 1
66 1
861
78

88

53 1
57

■■｜ 取下げ ｜｜

緬' 12,944 27羽
OW112,1431 263%|
0.3%’ 7，631 1 19.5%
03%'' 7,37920.5%
5ZT11 6,655 195%
02%’ 7,103 196%|
亟Z7,130 162%|
0.2%’ 6,137 13.8%
01%'' 5,456 13.5%｜
面ﾘ『'' 5,004 154%

その他

590 1 1．2％
2,320 50％
531 1．4％
241 1 0．7％
800 2．3％
1,424 3.9％
5,529 12.6％
9，184 20.6％

6,383 15.8％
421 1 1．3％

奔
奔
蜂
碑
眸
痒
塞
垂
碑
毒

成
ノ

２
２
２
２
２
２
２
２
３
諏

平
１
年３

20000
判決(下段:対席／上段:欠席）

ー

▼対席判決"欠席判決
和解

18000

対席

13,244 1
10,538 1
11,008 1
10,157 1
9，186 1
8，989 1
8，429 1
8，554 1
8，336 1
7，567 1

欠席

5,385 1 28.9％
5,844 1 35.7％
5,972 1 35.2％
5,943 1 36.9％
5,673 1 382％
5,979 1 39.9％
8,871 1 51.3％
6,464 1 43.0％
6,723 1 44.6％
6,988 1 48.0％

＝

一

画
16000年

年
年
年
年
年
年
年
年
年

２
－
３
４
５
６
７
８
９
０
元

罐
２
２
２
２
２
２
２
３
和合祠

平

一
栂

71.1％

64.3％

64.8％

63.1％

61.8％

60.1％

48.7％

57.0％

55.4％

52.0％

＝

14000

12000

10000

二

$「
一

8000
ー

|闇_■6000

、 4000

※民事1部～51部に係属する(ﾜ)事件を対象としている。 2000

※本資料中の数値はいずれも概数である。 0 I
1

■Ⅱ|§|ﾛ■nMⅡ田ロ ﾛ’ ■I

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1

口対席判決 回欠席判決 囲和解 口取下げ ■その他

※平成31年/令和元年の数値は， （同年9月までの累
計)÷9×12で算出した推計値である。



【機密性2】 第8－2表

第一審訴訟(ワ)事件の和解率

－－－－－－一一一一一－－－－－－－－－一●-…一一-－－－一~－－~…一~…~一~ ~一~1
一既済(その他事件)(b)

に二コ既済(その他事件を除いた事件)(c)

→←和解率(d/a)

→ー和解率(その他事件を除いた事件)(d/c) i
40.0％70,000

35.0％
60,000

ごダ～－4
30.0％

50,000

既
済
件
数

25.0％ 和
解
率

40,000

20.0％

30,000

15.0％

20,000
10.0%

10,000
5.0％

0.0％0

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1

(注）

1本資料中の数値はいずれも概数である。

2平成31年/令和元年の数値は， （同年9月までの累計)÷g×12で算出した推計値である。

16

既済総数
(a)

うち

その他事件
(b)

うち
その他事件を
除いた事件
（ c＝＝a一b)

和解により終
局した事件

(d)

和解率

(d/a)

その他事件を
除いた事件に
おける和解率

(d/c)
I■■

、
■■■ z成22年 47,574 590 46,984 14,598 30.7％ 31.1％

23年 46,118 2,320 43,798 14,297 31.0％ 32.6％

24年 39,197 531 38,666 13，169 33.6％ 34.1％

25年 35,927 241 35,686 11,562 32.2％ 32.4％

26年 34,093 800 33,293 10,989 32.2％ 33.0％

2フ年 36,291 1,424 34,867 11,823 32.6％ 33.9％

28年 44,021 5,529 38,492 12,778 29.0％ 33.2％

29年 44,526 9,184 35,342 13,454 30.2％ 38.1％

30年 40,276 6,383 33,893 12,750 31.7％ 37.6％

31年/令和元年 32,433 421 32,012 11，781 36.3％ 36.8％



【機密性2I 第9表

第一審事件(ワ)既済件数に占める合議事件･単独事件の割合

’
50,000

口合議口単独(その他事件を除く） □その他事件

45，000

5,52940，000

1,424 9,184
6,38335，000 800

421

30，000

25，000

35,92820，000
32ﾉ87332,310 31,38730,589

29，531

15,000

ﾕ0,000

5,000

2,704 2,564 2,506 2，4812，557 2，471
0

30年 31年/令和元年29年平成26年 27年 28年

平成26年 ’平成26年
31年／

令和元年
29年 30年27年 28年

既済総数 40，276 32,43336,291

1,424

44,021 44,52634,093

内その他事件 4215,529 9,184 6,383800

実質既済数 35,342 33,893 32,01234,867 38,49233，293

合議数 2,4812,471

7.0％

2,5062,704 2,557

7.3％

2,564

6.7％実質合議率 7.4％ 7.8％8.1％

通常事件既済

数(その他事件を除
いた数）

30，701 31,088 31,280 29,704 27，96929，219

内合議数 1，861 1 ,675 1,809 1,692 1,6732,067

合議率 6.0％7.1％ 6.1％ 5.4％ 5.8％ 5.7％

※平成31年／令和元年の数値は‘ （9月までの累計)÷9×12で算出した推計値である。

※通常事件は’通常部及び医療部に係属する(ワ)事件を対象とし,医療事件,商事事件,労働事件,建築事件,交通事件及び知的

財産事件を含まない。

※本資料中の数値はいずれも概数である。
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【機密性2】
第10表訴訟事件判決の上訴率

一

、

ｊ注
１
２
３
４
５

く

本庁1部から51部係属の(ワ)， （手ワ)， （行ウ)， （し)， （力)及び(行オ)全事件を対象としている(商事,労働,医療,建築,交通及び知財事件を含む｡）。
｢判決言渡件数｣欄の件数は,数件の事件について1個の裁判書で言い渡された場合でも,各事件数を計上している。
｢上訴件数｣欄の件数は, 1件の判決に対して双方が控訴した場合,又は相当事者がそれぞれ控訴した場合には,各控訴件数を計上している。
｢(ﾜX琴)通常,手形･小切手｣欄の手形･小切手事件の件数は,通常移行した手形･小切手事件を計上している。
本資料中の数値はいずれも概数である。

H29

判決言渡件数 上訴件数 上訴率

H30 ’
判決言渡件数 上訴件数 上訴率 ’

H31/R1(1～9月）

判決言渡件数 上訴件数 上訴率 ’
(ﾜ)(詞通常,手形･小切手 15,030 2,733 18.2％ 15,080 2,540 ’16.8％

』

10,921 1,688 ’15.5％

② 行 政 465 270 58.1％ 461 261 56.6％ 321 168 52.3％

(し） 控 訴 353 87 246％ 323 77 23.8％ 194 64 33.0%

㈲鰯 再審(訴訟） 0 0 ■■■■■■ 0 0 I■■■■ 2 2 100.0%

合 計 ’ 15,848 3,090 19.5％ 15,864 2,878 18.1％ 11,438 1,922 16.8％



第11表【機密性2】

民事訴訟事件未済審理期間
※（ﾜ), (舌),②, (しj, (力),鰯を対象としている。

5年超4年以内5年以内事項 1年以内 2年以内 3年以内6月以内 審理期間
延月数
平均月数未済件数

(×42） (×54） (×84）(×18） (×30)(×3） (×9）

227,514 9.2274363 105H27 24,679 13,456 5,180 4,303 1,198

9.42139 56 235,749342H28 25,030 5,576 4,503 1,28513，129

9．7695 243,045413 111H29 24,891 12,755 1 5,510 4,695 1 ，312

9.94249,747156 10625,122 1 ,384 412H30 12,844 1 5,433 4,787

’
H31/R1

10．15123 276,357497 15727,222 13,529 6,094 5,285 1,537
(9月末）

(注） 1審理期間延月数は,各件数に｢事項｣欄記載の｢(×数字)｣を乗じて算出したものの合計である。

2本資料中の数値はいずれも概数である。

し未済期間別対比

未済合計

30,000 16，000

識｢
I l

; 1 6,000
10,000 1 ‘ ，

4，000

5‘,” ' 乳一乱1 1, 』‘｡，:｡ | _ :〒’

6月以内 1年以内 2年以内

7，000 6，000

1, ' 4謝り‘ , : ？
』堅い土": FL5!止 噌
紗妙爺 邸ぶぶ 紗鋤や、念 W ●．●爺脚渉

5年超3年以内 4年以内 5年以内

140

120

100

80

60

40

20

0

1，800

1，600

1，400

1，200

1，000

800

600

400

200

0

600

－500

400

300

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

■■■■ ■■■■

■|■■ロ

11
芯

|’ |ⅡⅡ’■___■

伽，や●．●ず‘wif 州膨忍'●誉
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【機密性2】 第12表
民事訴訟事件長期未済件数

※（ﾜ), (舌),⑨, (し),㈱,鰯を対象としている。

700

口中断･中止

□B･C肝炎(H26～）

□その他

661

二

600

573

※左側:3～5年,右側:5年超

524

二
507

500481

＝
468467

451

420

400

370 ■

’

一

－
300

425 函里 47ヨ457

406 200

382
367

339333

124

＝＝＝106

日＝＝＝＝
95
－

－

10081

二:二

重 !'割§
囲
一
■
－
位

56

■61豆 53

－

46
65

0

H2Z H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1

3～5年 5年超 未済件数

(3年超）
未済件数

（全体） 計 計中断･中止 その他 中断･中止 その他B･C肝炎 BoC肝炎

平成22年 30,205 37 333 370 4 40 44 414

23年 4326，133 61 406 467 3 46 513

24年 24,042 10 60 56750 457 507 50

25年 22,847 420 10 78 49838 382 68

26年 23,505 109 ７
’
３

65 81 54920 339 468 Q
J

27年 24,619 53 31 367 451 11 62 76 527

28年 25,030 旧

旧

37 425 481 6 18 亜
一
㈹

56 537

61929年 24,896 52 1 454 524 34 9515

30年 25，117 旧
一
幅

112 442 573 ３
５

50 53 106 679

31年/令和元年

(9月末） 27，222 473 124 785173 661 58 61

(注）本資料中の数値はいずれも概数である。
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【機密性2】 第13表

人証調べを実施して対席判決で終局した事件における手続段階別平均期間の推移

グラフ左から

①訴え提起から第一回口頭弁論

③人証調べ開始から人証調べ終了

②第一回口頭弁論から人証調べ開始

④人証調べ終了から口頭弁論終結 ⑤口頭弁論終結から判決言渡し

◇全地裁（民事第一審訴舩（全体） ）

③④⑤

’ ’ 2．1 1 1．9 1 18．7
0．5

1 1 2.0 1 2.0 1 19.2
0. 5

1 1 2．0 1 2．0 1 19．2

014
1 1 2.0 1 2.0 1 19.4
0.4

1 1 2.0 1 2.01 19.7
0．4

1 1 1．9 1 2．0 1 20．0

些
垂
ユ
ユ
ュ
ェ
ェ
垂
垂
雪
詞

②

11．9

I

H22

H23 12.5

’
H24 12．6

H25

H26

H27

H28

H29

H30

12．8
I

｜

’
’13．0

13.4

' 0．3
1

1「1．9 1 2.0 1 20.4
0．3

1 1 1．9 1 2ユ ’ 20．7
0．3

1 1 1．9 1 2．1 1 21．3
0．3

1 l 1.9 1 2.2 22.0
0．4－

７

Ｊ
４

６

９

４：．

１
１
・

３
３
１

１
１

I

I

H31/R1
※1～9月 L Ⅱ

15．0 20．0 25．0

（月）

10．00．0 5，0

◇東京地裁本庁（民事第一審訴訟（全体） ）

① ② ③ ④⑤
i

』

’

H22 2．3 1 ’ ’ 2．0 1 2．0 1 19.0
0.4

1 1 2,0 1 2.1 1 19.9

0．3
1 1 1．9 1 2．1 1 20，1

1 04
1 1 1.8 1 2.1 1 20.2

1 0．3

1 1 2．0 1 2．1 1 20．9

1 0．3
1 1 1．9 1 2．1 1 20．8

03
1 1 2．0 1 2．2 1 21．4 ．

’ 03
1 1 1.9 1 2.2 1 21．6
0．3

_l 1 1.9 1 2.3 1 21.9
0．4

－~ ‐ －==| | 1.8I Z.3 122.5

且

12．3

HZ3

塾
垂
可
奎
｜
皇
言
一
皇
云

13．1

’
H24 13，4

’
H25 坤

一
：
｜
岬
－

｜皿

’
1

1

H26

H27

H28

H29

H30

’
’

14.3

14．8

’
岬
一

ｌ
｜
坪
一H31/R1

※1～9月 岨
碧
一 1

20．0 25．0

（月）

0.0 5．0 10．0 15．0

(注）本資料中の数値はいずれも概数である
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【機密性2】 第14表

通常訴訟事件(ﾜ)における判決率

こ=．既済総数(a) 601000 50.0％

45.0％

40.0％

35.0％

30.0％

25.0％

20.0％

15.0％

10.0％

5.0％

0.0％

50,000
＝その他事件を

除いた事件

(d:a-c)
40,000

E＝．判決件数(b)

30,000 4 1 1 ･ ロ ｡ ｡】－

→←全体の判決 20,000
率(b/a)

一一一一一一一一Ⅱ 1. ...-.｡T一一一

10,000
÷その他事件を

除いた判決率

(b/d) 0

平成26年 27年 28年 29年 30年 31年／

令和元年

31年

/令和元年
平成26年 27年 28年 29年 30年

既済総数(a) 34,093 36，291 44,021 44,526 40,276 32,433

うち判決件数(b) 14，871 14，971 17，315 15,027 15,072 14，571

判決率(b/a) 43.6％ 41.3％ 39.3％ 33.7％ 37.4％ 44.9％

うちその他事件(c) 800 1,424 5,529 9，184 6,383 421

その他事件を除いた事件
(d=a-c)

33,293 34,867 38,492 35,342

42.5％

33,893 32,012

45.5％判決率(b/d) 44.7％ 42.9％ 45.0％ 44.5％

通常訴訟事件(ﾜ)における控訴率
20,000 40.0％

35.0％

30.0％

25.0％

20.0％

15．0％

10.0％

5.0％

0.0％

17，315

匡二判決件

Ez"謹控訴件

一号控訴率

数

数15,000 ■
７２
平
０
’
５
－

１ ２羽
一
１14，97114，871

－

14，571

i－l’’
20.7% ｜ I'205％

| p-
' 18.12％

1

レ車-－－－~¥、10,000
16｣0% 15J4％

ー■

？,251

－曲一

’ 2,733 2,540

5,000
3,094
1

3,051 2,765

菱 ｜参 ’ 諺 ｜霧 霧 溺
0

平成26年 | ユ8年 ’28年
31年／

令和元年
27年 29年 30年

判決件数 14，871 17,31514，971 15,027 15,072 14，571

控訴件数 3,051 3,094 2,765 2,733 2,540 2,251

控訴率 20.5％ 20.7％ 16.0％ 18.2％ 16.9％ 15-4％

(注)1本資料中の数値はいずれも概数である。

2平成31年/令和元年の数値は， （9月までの累計)÷9×12で算出した推計値である。
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【機密性2】
第15表

調停の状況

函
い

(注） 1 「取下等｣欄の件数は,移送及び調停に代わる決定を含む。
2本資料中の数値は,いずれも概数である。

受 理

旧受 新受 合計

既 済

成立 不成立 取下等 合計

未済

H26 274 360 634

191

(52.9%）

80

(22.2%）

90

(24.9%）

361

(100.0%）

273

H27 273 447 720

203

(51.8%）

77

(19.6%）

112

(28.6%）

392

(100.0%）

328

H28 328 395 723

262

(58.9%）

68

(15.3%）

115

(25.8%）

445

(100.0%）

278

H29 277 413 690

209

(57.4%）

58

(15.9%）

97

(26.6%）

364

(100.0%）

326

H30 326 484 810

296

(61.8%）

74

(15.4%）

109

(22.8%）

479

(100.0%)

331

H31/R1

(1～9月）
331 360 691

174

(52.9%）

63

(19.1%）

92

(28.0%）

329

(100.0%)

362



令和元年12月19日

東京地方裁判所刑事部の概況（令和元年12月期）

刑事部所長代行者伊藤雅 人

1 刑事部の構成と裁判官の配置等について（第1表ないし第3表）

9

2 刑事事件の動向と処理状況について

（1） 公判請求事件（第4－1表ないし第9表）

（2） 裁判員裁判対象事件（第10表及び第11表）

（3） 勾留関係事件等（第12表及び第13表)

(4) 被疑者国選弁護事件（第14表）

(5) 心神喪失者等医療観察法関係事件（第15表）

3 刑事部の課題と取組状況等


